平成２２年７月２７日　介護保険指定事業者講習会　資料


介護職員処遇改善交付金 キャリアパス要件等について

１　キャリアパスとは
　※キャリアパス　　　　　　キャリア（職歴）、パス（経路）　
　キャリアパスとは・・・
一般的に言えば、会社等における職種や役職をどのような道筋であがっていくのかを示したものです。

会社等においては、将来の経営展望に見合った人材を体系的に示し戦力を確保すること、また、社員個人に対しては、明確な目標を与え公平な評価を行うことにより、人材の活性化を図ることを目的としています。

具体的には、目標達成管理、能力開発、人材育成、教育研修、能力業績主義賃金などが総合的に盛り込まれ、社員等は自己の能力を伸ばしながら業績に貢献し、または、３年後、５年後に自分がどんな姿で仕事をしているかなど、将来像が描きやすくなったりします。
　※現在、介護分野でいわれているキャリアパスとは、事業所内の給与体系・人事制度・教育研修体制など一体化したものと理解されることが多いように感じます。
２　キャリアパス要件・定量的要件について
　　内容については、愛知県実施要綱の６にあるとおりですが、あらためて確認してみますと次のとおりになります。
Ａ　キャリアパスに関する要件
（Ⅰ）次の①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。

①　介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
②　①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払われるものを除く。）について定めている。
3 ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。
（Ⅱ）（Ⅰ）によりがたい場合（注）はその旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、
▼介護職員と意見を交換しながら、
▼資質向上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め

▼すべての介護職員に周知していること。
①　資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
②　資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援助等）の実施
　　　（注）「よりがたい場合」：国Ｑ＆Ａ


　　　 （問）要件(Ⅰ)によりがたい場合は、要件(Ⅱ)を満たすことでかまわないとされているが、
この「よりがたい」理由とはどのようなものが想定されるか。
　　  （答）「よりがたい」理由としては、例えば、「少人数の事業所でありポストが限られていることからキャリアパスの概念を賃金体系に当てはめることが困難である」、「法人の運営理念になじまない」「現在人事給与体系の整備中である」等が想定される。

なお、「よりがたい」旨については、その理由の如何を問わず、適切にすべての介護職員にその旨が周知されていることが要件である。

　
　　Ｂ　定量的要件について
申請時において、別紙様式１－２介護職員処遇改善計画書（２）賃金改善以外の処遇改善の部分で、平成２１年４月以降に実施（又は実施予定の）事項について、１件以上の記載を求めていたところですが、今回は、実際に実施した内容及びそれに要した概算額の記載をしていただくこととなります。

この交付金を充当した賃金改善以外に、平成２１年４月の報酬改定を踏まえた処遇改善を実施し、次の要件を満たした届出をしていただきます。

　　　　次の掲げる事項をすべての介護職員に周知していること。

　　　　　▼平成２０年１０月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した、

　　　　　　平成２１年４月の介護報酬改定を踏まえた処遇改善（賃金改善を除く。）の

　　　　　　内容

　　　　　▼当該改善に要した費用の概算額
　　　　
なお、定量的要件は、介護職員に対して実施した賃金以外の処遇改善になります。
　　　　また、その内容については、既に提出していただいている処遇改善計画書に記載していただいております「平成２１年４月以降に実施した（又は実施予定の）賃金改善以外の処遇改善事項」の内容と一致していなくても問題ないものとします。

３　キャリアパス要件等の届出について
（1） 届出期限について
１　既に処遇改善交付金の承認を受けている事業者

２　平成２２年９月１５日受付までの処遇改善交付金申請事業者
③　平成２２年９月１６日以降に処遇改善交付金交付金の申請をする事業者

　　　　　　　　　　　　　　

　　　【届出期限】

１及び２の場合・・・・平成２２年９月３０日（木）必着
　　　 　③の場合・・・・・・・ 原則として承認申請書と一緒にご提出ください。
　※したがいまして、ほとんどの事業者（法人及び事業を営む個人。以下同じ。）の方が　　届出期限平成２２年９月３０日（木）〔必着〕となります。（国保連への情報提供を適切に行う必要があります。出来る限り提出期限より早め（９月１５日頃まで）の提出にご協力をお願いします。）
　※平成２２年度の場合は、平成２２年１０月サービス提供分の交付金から、要件の適合状況に応じた交付金が支給されることとなります。（具体的には上記１及び２の場合。なお、③の場合は承認後の該当サービス提供月分からの交付金が対象となります。）
（2） 届出書類について
　　①　書類の作成単位

　　　　キャリアパス要件等届出書（別紙様式９－３）は、事業所番号ごとの作成になります。申請、実績報告の際のような事業者ごとにまとめた１枚での提出ではありませんのでご注意ください。
　　　※「なぜ法人単位での届出でないのか？」については次のような理由になります。

　理由：キャリアパス要件に関しては、同じ事業者であっても、事業所あるいは、サービス区分により満たすべき要件がことなる場合があります。（同じ事業者内でも事業規模によっては就業規則の作成を要しない事業所〔従業員１０人未満〕もあります。）また、キャリアパスの賃金改善以外の定量的要件については、各事業所での実施（経費の支出）が条件となっているところであり、この実施状況を明確にするためにも事業所単位での書類作成がやはり必要となってくるためです。


【作成単位に係る注意事項】

◎事業所番号ごとでの作成になりますので、キャリアパス要件等届出書（別紙様式９－３）を要介護と介護予防で分けて作成する必要はありません。（１枚で結構です。）

◎同じ事業所番号で多種のサービスを実施している場合（例：老人保健施設〔老健施設本体、（予防）短期入所療養介護、（予防）通所リハビリ〕や訪問介護と訪問入浴の事業所番号が同じというような特別な場合等）も、今回キャリアパス要件等届出書（別紙様式９－３）の作成は１枚で良いこととします。ただし、サービス区分により、キャリアパスに関して満たす要件が異なる場合は、サービス区分ごとに別々に作成してください。
◎介護老人福祉施設で介護老人福祉施設（特養：本体）と（予防）短期入所生活介護で事業所番号が違う場合はそれぞれで作成をお願いします。なお、この場合、定量的要件の概算費用は、利用定員数等適切な根拠に基づき按分していただいて結構です。
2 届出の方法等について
　ア　届出書類の作成について
　　　　　届出にあたっては、事業者ごとにまとめて、介護職員処遇改善交付金キャリアパス要件等届（別紙様式９－１）により、介護職員処遇改善交付金対象事業所等一覧表（キャリアパス要件等届出）（別紙様式９－２）、キャリアパス要件等届出書（別紙様式９－３）及びその他必要書類（※添付の必要がある場合のみ）を整えて提出してください。
　【提出の際の基本的なパターン】



　　　　　　　 ＋    　　　 ＋　　　　　　　  ＋ 
　　
　　※添付書類について

　　　キャリアパス要件等の届出に必ず添付すべき書類としては、基本的には前記　　　２　キャリアパス要件・定量的要件について　のＡの要件（Ⅱ）を選択した場合に定めなければならない「資格向上のための計画」の計画書（様式任意）だけでよいことになっています。

　　　ただし、要件（Ⅰ）を選択する場合は、常勤雇用する人が１０人未満で労働基準法上の就業規則の作成義務のない事業所においても要件（Ⅰ）の任用等要件、賃金体系を記載した内規等を作成しておくべきであると思われます。（職員への周知の関係からも。）
県では、労働基準法上、就業規則の作成義務の必要ない事業所については、交付金の申請の際にそうした内規等の添付を求めていませんでしたので、要件（Ⅰ）を選択した該当事業所においては、今回の届出において該当書類（内規等）を添付していただく必要があるところですのでご注意ください。（その他、添付書類としては、法人全体で、キャリアパス要件に係る取扱要領を定めているケースも該当すると考えられます。）
なお、要件（Ⅰ）を選択する場合に、明確な根拠規定を含む就業規則等を既に承認申請の際に提出していれば、あえてその書類を今回のキャリアパス要件等の届出の際に添付する必要はありません。

ただし、要件（Ⅰ）に該当する部分を就業規則等で改正した場合は、変更の届出（別紙様式４による。）を行っていただくこととなります。

◎就業規則に該当する内規等の作成に当たっては、お近くの労働基準監督署でアドバイスをもらうと良いと思います。
◎就業規則等の変更届けの提出に当たって、もしも事業所ごとに就業規則等作成している場合は、該当事業所分の関係書類を添付していただくことになりますが、事業者全体で運用する就業規則等の場合は、事業者ごとに１部の提出で良いこととなります。

※要件（Ⅱ）に係る計画書

　要件（Ⅱ）を選択した場合で、「別紙様式９－３の（１）キャリアパスに関する要件について」のⅡ⑥アを選択した際は、「資質向上のための計画」の添付が必要になります。
この計画書は、内容についても、また、様式や基準等も特に設けられておりません。事業者の運営方針や事業者が求める介護職員や介護職員のキャリアパス志向に応じて、事業者が自由に設定すれば良いと位置づけられています。
なお、この計画書の添付については、次の場合は免除としますので、この点も御承知おきください。
　　　○情報公表で従業員の計画的な教育、研修等の実施が確認出来る場合（注）
　　　○〔（予防）訪問介護事業所のみ〕特定事業所加算の算定がされている場合（※ただし、届出書類提出時点）
　　（注）情報公表・・・「愛知介護サービス情報公表システム」（http://www.kaigo-kouhyou-aichi.jp/kaigosip/）に掲載された調査情報
　　　　　具体的には、
　　　　　大項目２　中項目５「介護サービスの質の確保のための総合的に講じている措置
　　　　　 　　　　　小項目１「従業者等の計画的な教育・研修等の実施の状況」

　　　　　　　　　　　　確認事項（１）□…新任…研修計画…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  □…新任…実施記録…  　この４箇所全ての□に、
　　　　　　　　　　　　確認事項（２）□…現任…研修計画…　　レチェックマークが付い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□…現任…実施記録…　　ている場合が該当。
　　　　　　
　　イ　届出方法

　　　　キャリアパス要件等の届出を行う場合は、交付金支払の交付率にも関わってきますので、原則として書留による郵送としてください。
　　ウ　届出の提出先

　　　　届出書類は、申請書や実績報告と同じ機関への提出になります。（下表のとおり。）
	区　　　　　　　　　　分
	提出先

	法人が所管している事業所に施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）がある場合
	高齢福祉課介護保険指定・指導グループ

	法人が所管している事業所が居宅サービスのみの場合
	全ての事業所が同一の福祉相談センター管内にある場合
	尾　張

西三河

東三河

	
	複数の福祉相談センターにわたり、事業所がある場合
	高齢福祉課介護保険指定・指導グループ

	他の都道府県にも事業所がある場合
	


3 提出に係る注意事項
（※届出期限については、「３キャリアパス要件等の届出について（１）提出期限」を参照のこと。）
○期限までに届出があった場合

上記の届出期限までに、必要書類を県の各関係機関に届け出ていることを持って、要件に適合したものとなります。（したがいまして、その届出内容に応じて、交付率は愛知県実施要綱の別紙に基づき算定されることとなります。）
　　　【参考】キャリアパス要件等の適合状況に関する交付金額
	①
	 前記２のＡ及びＢをすべて満たす対象事業者・・・・・・・・・・交付金額×１．０

	②
	 前記２のＡ又はＢのいずれかを満たす対象事業者・・・・・・・・交付金額×０．９

	③
	 前記２のＡ及びＢのいずれも満たしていない対象事業者・・・・・交付金額×０．８


●期限内に届出がなかった場合

  　届出期限を過ぎても届出の無い場合は、キャリアパス要件等を満たさないものとして交付率が決定されますのでご注意ください。

　　なお、この場合でも、期限後にキャリアパス要件等を満たす旨の届出を行った場合には、届出日の翌月の介護サービス（介護サービス提供月）に関する交付金の額に届出内容が反映されることになります。 

　　   
例Ａ：平成２２年９月３０日までに届出をした事業所の場合

適用サービス提供月⇒平成２２年１０月
　　　　   例Ｂ：平成２２年１１月１日～３０日までに届出をした事業所の場合
（※ただし、処遇改善交付金の新規承認の場合は除く）

　　　　　　　　      適用サービス提供月⇒平成２２年１２月
　　　　　　　　
 ④　キャリアパス要件等の届出内容について変更が生じた場合

　　 　愛知県実施要綱１３「変更の届出」（４）に該当する場合のみ変更に関係する書類を提出していただきます。

　　愛知県実施要綱１３「変更の届出」

（４）キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（交付率の変動する場合又は６の（１）アとイの要件（※）間の変更に限る。）があった場合は、キャリアパス要件等届出書の内容
　  ※６の（１）アとイの要件間の変更
この内容は、言い換えますと、前記２　キャリアパス要件・定量的要件について　のＡ（Ⅰ）と（Ⅱ）の要件の間での変更ということになります。
　
なお、この場合の変更提出書類は、別紙様式４により、別紙様式９－２、別紙様式９－３（※必要な場合は、変更の内容が確認できる書類）を整えて提出してください。
　　

　【提出（キャリアパス要件等変更）の際の基本的なパターン】



　　　　　　　 ＋    　　　 ＋　　　　　　　  ＋ 
　　   また、キャリアパス要件等の適合条件に影響の無い通常の就業規則等の変更については、別紙様式４に必要事項を記入の上、改正後の就業規則等のみを添付して提出していただければ結構です。（※この場合、もしも提出法人の中で、新たな就業規則が適用されない事業所があるならば、別紙様式４の備考欄にその事業所名をご記入ください。ただし、事業所ごとに就業規則等が作成してある場合は、該当事業所分の就業規則等の提出になります。）
　　　◎ちなみに、就業規則等の変更届が必要な場合は、介護職員の処遇改善に関係する部分に変更があった場合のみになります。

　 ⑤　承認申請書と同時に提出する場合
　　 　新規の介護保険指定事業所等で、処遇改善交付金の承認申請書類と同時にキャリアパス要件等に係る書類を提出する際は、次のような形になります。
　【提出の際の基本的なパターン】
　　


　　　　　　　  ＋    　　　 ＋　　　　　　　  ＋ 
※この場合は、別紙様式９－１（キャリアパス要件等届）を添付しなくても良いこととします。

6  平成２３年度以降の届出について

前年度に交付金の対象事業者として承認を受けており、かつ別紙様式９－３のキャリアパス要件等届出書を提出している場合で、その届出書（別紙様式９－３）の内容に変更が無いとき（※）は、その提出を省略させることが出来ることとなります。（愛知県実施要綱６）
※内容に変更が無いとき（国回答）
　　　　キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（交付率の変動する場合又は前記２　キャリアパス要件・定量的要件について　のＡ（Ⅰ）と（Ⅱ）の要件の間の変更）が無い場合
☆２２年度にキャリアパス要件等届出書を提出した場合で、かつ上記に該当する場合は、２３年度及び２４年度の承認申請の際にキャリアパス要件等届出書を提出する必要はありません。（例えば、定量的要件の費用の概算額に金額の変更があっても、上記に該当の場合は提出の必要無しとします。）
　　
４　その他注意事項

　　次の点には十分御注意の上、適切な事業の推進をお願いいたします。

▼キャリアパス要件等は、すべての介護職員に周知した上での届け出になります。
（介護職員への周知は使用者として責任を持って、介護職員が認識していないことの無いようしてください。）

▼届け出た内容に関する実際の運用は、介護事業者の使用者と介護職員の間で解決していただくことが基本となります。しっかりと両者間で話し合いをしてください。
▼虚偽又は不正な手段によって交付金を受給した場合には、事業者に対して交付金を返還させたり、交付金の支給を停止する場合があります。

国Ｑ＆Ａ


（問）キャリアパス要件等について、実績報告を求めていないが、届出に虚偽があった場合等の対応はどうなるのか。
（答）キャリアパス要件等はすべての介護職員に周知した上で届け出ることとしており、当該内容の実際の運用等については、基本的には使用者と介護職員の関係において解決していただくこととしており、例えば、要件（Ⅱ）において、資質向上のための取り組みがすべて計画どおりに実施できない場合もあり得るが、この事実のみをもって要件（Ⅱ）を満たさないことにはならない。

ただし、そもそも虚偽の計画を策定する等、虚偽又は不正の手段により交付金を受給した場合は、実施要領の規定により、都道府県は交付金を返還させる、支給停止を行う等の対応をする可能性がある。
参 考 資 料

 キャリアパス要件等に係る国Ｑ＆Ａ　　　※事業実施の参考にしてください。
国Ｑ＆Ａ　質問事項一覧表

○　キャリアパス要件等について

問１　キャリアパス要件等届出書の添付書類について
問２　キャリアパス要件等について、実績報告を求めていないが、届出に虚偽があった場合等の対応はどうなるのか。
問３　要件(Ⅰ)で「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
問４　キャリアパス要件等を満たす旨の、届出はいつまでに行う必要があるのか。
問５　要件(Ⅰ)の職位、職責又は職務内容等について、例えば、新たに設置したポストに必ず人を配置する必要があるか。
問６　要件(Ⅰ)の任用等の要件について示されたい。
問７　要件(Ⅰ)の賃金体系について示されたい。
問８　要件(Ⅰ)によりがたい場合は、要件(Ⅱ)を満たすことでかまわないとされているが、この「よりがたい」理由とはどのようなものが想定されるか。
問９　要件(Ⅱ)で「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。
問10 要件(Ⅱ)の「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。
問11要件(Ⅱ)の「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。
問12要件(Ⅱ)の「資質向上のための計画」について、訪問介護の特定事業所加算を算定している場合、添付の省略は可能か。また、情報公表で従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況が確認できる場合はどうか。
問13 要件(Ⅱ)の「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。
○　平成21年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件について

問14 概算額の算定方法について。
問15定量的要件の概算額について、証拠書類（領収証等）は必要としないのか。
問16介護職員以外の職員の賃金改善は定量的要件として認められるのか。
問17定量的要件は「実施した内容」の「概算額」を記載することになっているが、例えば平成２０年１０月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化･充実した場合は実施したとしてもよいのか。また、その場合の概算額の考え方はどうか。
	（問１）キャリアパス要件等届出書の添付書類について


（答）キャリアパス要件等届出書に必ず添付すべき書類は要件（Ⅱ）において「資質向上のための計画」を定めることとした場合の、当該計画書のみである。これは、キャリアパス要件等届出書はすべての介護職員に周知した上で提出することとなっており、例えば要件（Ⅰ）を選択した際は、すべての介護職員が当該任用要件や賃金体系を定めた書面を閲覧可能であるし、その他の内容についても実際に介護職員が説明あるいはその恩恵を受けるものであるからである。

　　　また、当該「周知」については、基本的には届出書に周知した旨の証明を事業者の責任で行うこととしているが、労使協定や労働協約等を締結した事業者は、当該事実が確認できる書面を添付する等、必要に応じて参考となる資料を添付することも考えられる。

　　　なお、要件（Ⅰ）においては、「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」することをその要件としているが、現行の就業規則で要件（Ⅰ）を満たす事業者は新規に提出する必要はなく、本要件を満たすため新たに就業規則の改正を行った事業者は、実施要領（※愛知県の場合は実施要綱）の規定により変更の届出を行うこととなっていることに留意すること。
	（問２）キャリアパス要件等について、実績報告を求めていないが、届出に虚偽があった場合等の対応はどうなるのか。


（答）キャリアパス要件等はすべての介護職員に周知した上で届け出ることとしており、当該内容の実際の運用等については、基本的には使用者と介護職員の関係において解決していただくこととしており、例えば、要件（Ⅱ）において、資質向上のための取り組みがすべて計画どおりに実施できない場合もあり得るが、この事実のみをもって要件（Ⅱ）を満たさないことにはならない。

　　　ただし、そもそも虚偽の計画を策定する等、虚偽又は不正の手段により交付金を受給した場合は、実施要領８の規定により、都道府県は交付金を返還させる、支給停止を行う等の対応をする可能性がある。
	（問３）要件(Ⅰ)で「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。


（答）法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場（常時雇用する者が１０人未満）における内規等を想定している。
　　　なお、当該書面のような就業規則と異なる労働基準法上の作成義務のない書類については、キャリアパス要件等届出書に添付する必要がある。
	（問４）キャリアパス要件等を満たす旨の、届出はいつまでに行う必要があるのか。


（答）整理すると次表のようになり、届出期限を過ぎても届出を行わない場合は、キャリアパス要件等を満たさないものとして交付金の額が決定される。

	交付金対象事業者としての承認を受けた日
	キャリアパス要件等を満たす旨の届出期限

	平成２２年９月まで
	平成２２年９月末日

	平成２２年１０月以降
	承認申請日※愛知県の場合は、交付金の対象となるサービス提供開始月の１５日まで。


　　　なお、上記届出期限を過ぎてから、キャリアパス要件等を満たす旨の届出を行った場合、当該届出日の翌月以降の介護サービスに関する交付金の額に届出内容が反映される。
	（問５）要件(Ⅰ)の職位、職責又は職務内容等について、例えば、新たに設置したポストに必ず人を配置する必要があるか。


（答）ポストの設定と実際の職員配置が完全に一致する必要はなく、無理な昇進等はかえって組織の停滞を招く等、キャリアパスの本来の趣旨を逸脱することも考えられることを踏まえ、適切な人事労務管理を実施されたい。
	（問６）要件(Ⅰ)の任用等の要件について示されたい。


（答）例えば、介護福祉士等の資格要件、経験年数、介護技術、研修受講歴、過去に従事してきた職務内容等の多様な要件があり、現実的にはこれらが相互に関係し合う形式となることが想定される。

　　　また、有期雇用契約を締結している職員やパートタイム職員を期間の定めのない正規雇用職員として雇用するに当たっての要件を定めることもこれに当たる。

　　　なお、今後、厚生労働省ホームページにおいても、介護関係団体が作成したキャリアパスモデルを取りまとめの上掲載することを予定しているので、各事業者におかれては、参考とされたい。
	（問７）要件(Ⅰ)の賃金体系について示されたい。


（答）例えば、職務や職能に応じた等級を定めそれに応じた基本給を定めるといった手法や、役職、資格、能力、経験又は職務内容等に応じた手当を定めるといった手法、あるいはそれらが総合的に連動する手法等が考えられ、ここでいう「賃金体系を定める」とは、賃金体系を明確化することを求めているものであり、ベースアップをすることまでを求めてはいない。

また、「一時金等の臨時的に支払われるものを除く」としているが、これはいわゆる所定内給与における体系を整備することを求めているものであり、ここでいう一時金には就業規則に記載がなく専ら使用者の裁量で支払われるものを指すことに留意されたい。

　　　なお、こうしたキャリアパス要件に関する賃金体系に基づく給与等については、これに交付金を充当するか否かを問うものではない。
	（問８）要件(Ⅰ)によりがたい場合は、要件(Ⅱ)を満たすことでかまわないとされているが、この「よりがたい」理由とはどのようなものが想定されるか。


（答）「よりがたい」理由としては、例えば、「少人数の事業所でありポストが限られていることからキャリアパスの概念を賃金体系に当てはめることが困難である」、「法人の運営理念になじまない」「現在人事給与体系の整備中である」等が想定される。

なお、「よりがたい」旨については、その理由の如何を問わず、適切にすべての介護職員にその旨が周知されていることが要件である。
	（問９）要件(Ⅱ)で「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。


（答）可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会（例えば、メール等による意見募集を行う等）を設けるように配慮することが望ましい。
	（問10）要件(Ⅱ)の「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。


（答）「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。

　　　なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。

　　①　利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術･能力（例：介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等）の向上に努めること。

2 事業所全体での資格等（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等）の取得率向上
	（問11）要件(Ⅱ)の「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。


（答）「資質向上のための計画」については、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。

　　　また、当該計画については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。

また、その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画をたてて、かえって業務の妨げにならないよう配慮されたい。

例示するとすれば次のようなものが考えられるが、これにとらわれず、様々な計画の策定をしていただき、介護職員の資質向上に努められたい。
[image: image1.emf]研修計画

研修テーマ 対象者 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月

ヒヤリハット事例への対応 全職員

基本的な接遇・マナーの理解 初任職員

認知症の方への理解 中堅職員

介護保険でできること、できないこと 全職員

基本的な防火対策の理解 全職員

感染症への理解 全職員

法令遵守の理解 リーダー職員

サービス計画の策定 リーダー職員

その他の計画

○　採用１～２年目の介護職員に対し、３年以上の経験者を担当者として定め、日常業務のな中での技術指導・業務に対する相談を実施する。

○　月１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施（希望者）

○　他事業者との交流の実施（年３回）

○　都道府県が実施する研修会への参加（希望者）

実施予定時期にチェックを入れる


	（問12）要件(Ⅱ)の「資質向上のための計画」について、訪問介護の特定事業所加算を算定している場合、添付の省略は可能か。また、情報公表で従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況が確認できる場合はどうか。


（答）いずれも、都道府県において研修計画やその実施の確認が行われていることから、添付の省略は差し支えない。
	（問13）要件(Ⅱ)の「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。


（答）個別面談や、自己評価に対し先輩職員・サービス担当責任者・ユニットリーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。

　　　なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしもすべての介護職員に対して評価を行う必要はないが、介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の方向性の中でどのように認められているのかを確認しあうことは重要であり、趣旨を踏まえ適切に運用していただきたい。

　　　
○　平成21年介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件について
	（問14）概算額の算定方法について。


（答）定量的要件の処遇改善に要した概算額について、いくつか対象となる経費の考え方を示すので、事業者におかれては参考とされたい。なお、計算方法についてはこれに限るものではなく、新制度導入等に要したコストについて事業者の経営的観点から適切に概算されたい。

　　・　新制度導入に要した経費（就業規則の改正・届出等に要した経費や労務管理に関するコンサルタント料等）

・　新制度実施にあたって新たに雇用した新規職員又は代替職員の人件費及び求人費用

　　・　１日又は１時間当たりの人件費相当額（休暇制度・ミーティングの実施等の場合）

・　設備の購入費及びメンテナンス経費等

· 施設改修費、修繕費、当該スペースに係る光熱水費見込額
	（問15）定量的要件の概算額について、証拠書類（領収証等）は必要としないのか。


（答）都道府県に届け出する際の添付書類としては求めていないが、定量的要件の内容等についてはすべての介護職員に周知することとしており、介護職員から疑義が生じた場合は事業者の責任において説明されたい。

　　　なお、例えば、介助用リフトを購入するための契約が成立している場合には、当該契約額（あるいは見積額）も含めて差し支えない。
	（問16）介護職員以外の職員の賃金改善は定量的要件として認められるのか。


（答）認められない。

定量的要件は、介護職員に対して実施した賃金改善以外の処遇改善を明示することとしている。
	（問17）定量的要件は「実施した内容」の「概算額」を記載することになっているが、例えば平成２０年１０月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化･充実した場合は実施したとしてもよいのか。また、その場合の概算額の考え方はどうか。


（答）強化・充実した場合は実施したとして差し支えない。

　　　その場合の概算額については、当該強化･充実分に要した費用を記載することが望ましいが、切り分けが困難な場合は総額を記載することでも差し支えない。

注意

　　介護職員処遇改善交付金では、毎月の国保連合会からの支払において、介護報酬の過誤等により、月の交付金額としてマイナス金額（事業所単位）が発生する場合があります。

　　　この場合、現在の支払システム（全国統一）では、翌月の交付金額と相殺出来ないため、その金額を県に返還していただくこととなりますのでご承知おきください。（返還に関しては、別に県から該当事業者等へ通知することになります。また、返還していただいた金額は実績報告において、反映させていただくことになりますので、この点もご承知おきください。）
別紙様式９－１
                                                             　　平成　　年　　月　　日
愛　知　県　知　事　殿
                            　        （法人名）
                              　  　　（代表者職・氏名）　　　　　　　　　印
介護職員処遇改善交付金キャリアパス要件等届
介護職員処遇改善交付金事業の対象事業者として別添のとおり、キャリアパス要件等に関する書類を届け出ます。
（添付書類）
・介護職員処遇改善交付金対象事業所等一覧表（キャリアパス要件等届出）

　（別紙様式９－２）

・キャリアパス要件等届出書（別紙様式９－３）

· その他必要な書類（別紙様式９－３の「キャリアパスに関する要件Ⅱ」に係る計画書※ただし、この書類は必要な場合に限る。）
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ページ数　　

／　

総ページ数

介護職員処遇改善交付金対象事業所等一覧表（キャリアパス要件等届出）

電　話　番　号

ファクシミリ番号

介護保険事業所番号

申請年度

平成





年度

法　   人    名�

担　当　者　名

※原則として事業所（同一介護保険事業者番号）ごとの記入となります。（この

様式に添付する、様式９−３の届出書の枚数と同じになるようにお願いします。）

※サービス名は要介護と介護予防をまとめて記入してください。（別紙様式３や

別紙様式７とは記入方法が異なりますのでご注意ください。）
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円

上記については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。

平成

年

月

日

（代表者職・氏名）

印

キャリアパス要件等届出書（平成





年度分）





事業所等情報

介護保険事業所番号





事業者・開設者

　　　　　（A)

フリガナ





名　　称









名　　称





事業所等の名称

　　　　　（B）R

フリガナ





提供する

サービス（C）�

(1)キャリアパスに関する要件について�





（※）�Tを選択する場合は太枠内に、�Uを選択する場合は二重線枠内に記入すること。

 次の内容についてあてはまるものに○をつけること。（�T・�Uのいずれかに該当していれば本要件を満たす。）B





�T

次の�@から�Bまでのすべての要件を満たす。

該当

・

非該当

職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。

職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。

�B

�@、�Aの内容を就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周

知している。

次の�D・�Eのすべての要件を満たし、�Cの理由を記載している。

該当

非該当

（要件�Uについて）　上記�@から�Bまでのすべての要件に該当しない場合、次の事項について記載すること。

�E

�Dの実現のための具体的な取

り組みの内容

（ア・イいずれかに○をつける

こと。）

ア

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価

を行う。

イ

資格取得のための支援の実施　

※当該支援の内容について下記に記載すること。





(2)平成２１年４月介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件についてﾉ

　(※)太枠内に記載すること。





有り





�@から�Bまでの要件をすべて

満たすことのできない理由を

記載

（要件�Tによりがたい理由）





介護職員との意見交換を踏ま

えた資質向上のための目標









�@　平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず１つ以上に○をつけること。

  

（ただし、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと。）

処遇全般

賃金体系等の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入

昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

教育・研修

人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置

能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映

その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化

事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等

健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、喫煙スペース等の整備

労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策

�A　�@に要した費用の概算額について





主たる経費の名称（例：委託費、人件費、物品購入費等）





平成20年10月から現在までに要した費用の額





























（法人名）

その他





�@情報公表で従業員の計画的な教育、研修等の実施が確認出来る。

�A訪問介護事業所のみ記入：特定事業所加算の算定

・

《左記の該

当する方に

○をつけ

る。》

（計画書添付

(注)�Eのアを選択した場合､本書に資質向上のための計画を添付すること。�

職場環境
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※原則として事業所（同一介護保険事業者番号）ごとの記入となります。（この

様式に添付する、様式９−３の届出書の枚数と同じになるようにお願いします。）

※サービス名は要介護と介護予防をまとめて記入してください。（別紙様式３や

別紙様式７とは記入方法が異なりますのでご注意ください。）





介護職員処遇改善交付金対象事業所等一覧表（キャリアパス要件等届出）

電　話　番　号

ファクシミリ番号

介護保険事業所番号

申請年度

平成

22

年度

法　   人    名�

担　当　者　名





　　　

記　載　例





提出書類作成した

担当者の氏名をご

記入ください。

事業所番号

ごとにご記入

ください。

介護予防と要介護の

事業を実施の場合は、

記載例のようにご記入

ください。
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該当

非該当
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�E
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（ア・イいずれかに○をつける

こと。）

ア

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価

を行う。

イ

資格取得のための支援の実施　

※当該支援の内容について下記に記載すること。
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健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、喫煙スペース等の整備

労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
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（法人名）
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�@情報公表で従業員の計画的な教育、研修等の実施が確認出来る。

�A訪問介護事業所のみ記入：特定事業所加算の算定
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《左記の該

当する方に
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る。》
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(注)�Eのアを選択した場合､本書に資質向上のための計画を添付すること。�
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記載のポイント等

 

事業所番号ごとに作成

介護予防と要介護の事業を

行っている場合は、「例：

（介護予防）○○介護」の

ようご記入ください。

要件を満たす場合

は、�Tか�Uのどち

らか一方を選択し

て、該当又は非該

当に○を付けてく

ださい。

記載例が、資料に

掲載の国Ｑ＆Ａの

問８〜１１にあり

ますので参考にし

てください。

どちらか一方

を選択してく

ださい。

この項目の

中の１つか

ら、１項目

以上該当し

ていれば良

いです

。

記載内容の考え方

が資料に掲載の国

Ｑ＆Ａの問１４〜

１7にありますの`

で参考にしてくだ

さい。


別紙様式9-1





キャリアパス要件等届（鏡文）


　　※1枚





別紙様式9-2





事業所等一覧表


※1枚（1枚で全事業所記入出来ない場合は、必要枚数）





別紙様式9-3





キャリアパス要件等届出書


※事業所番号ごと











福祉相談


センター











別紙様式9-3


キャリアパス要件等届出書


※事業所番号ごと（ただし、変更のあった事業所のみ）





別紙様式9-2


事業所等一覧表


（変更のあった事業所のみ記入）


※1枚（1枚で全事業所記入出来ない場合は、必要枚数）





[別紙様式４]





変更届（鏡文）





　　※1枚











添付書類


・要件Ⅱ計画書


・改正就業規則　


　　　　　　等


※ただし、添付書類は必要な場合のみ











添付書類


・要件Ⅱ計画書


・その他資料


　　　　　　等


※ただし、添付書類は必要な場合のみ





添付書類


・要件Ⅱ計画書


・その他資料　


　　　　　　等


※ただし、添付書類は必要な場合のみ





別紙様式9-3


キャリアパス要件等届出書


※事業所番号ごと





別紙様式9-2


事業所等一覧表


《キャリアパス要件等届出》


（対象事業所のみ記入）


※1枚（1枚で全事業所記入出来ない場合は、必要枚数）





[別紙様式４]





変更届（鏡文）





　　※1枚

















[別紙様式４]





変更届（鏡文）





　　※1枚








  承認申請書類





注 意





注 意
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